
○琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則 

平成 27 年 9 月 18 日 

規則第 24号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例(平成 27年琴浦町条例第

28 号。以下「条例」という。)第 26条の規定に基づき、琴浦町光ファイバーネットワー

ク施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定めるものとする。 

(加入申込み) 

第 2 条 条例第 7条第 1項の規定による加入申込みをしようとする者は、光ファイバーネ

ットワーク施設加入申込書(様式第 1号)を町長に提出しなければならない。 

2 条例第 7条第 3項の規定による利害関係人の承諾は、利害関係人(建物所有者)の工事

承諾書(様式第 2号)によるものとする。 

(加入金の徴収) 

第 3 条 条例第 9条の規定による施設の加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)

は、加入金及び工事負担金を納入通知書により町長の指定する期日までに納入しなけれ

ばならない。 

(加入金の減免) 

第 4 条 条例第 10条の規定による加入金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」

という。)は、光ファイバーネットワーク施設に係る加入金減免申請書(様式第 3号。以

下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。 

2 前項の減免申請書が提出されたときは、町長は、その内容を審査し、その結果を光フ

ァイバーネットワーク施設に係る加入金減免決定通知書(様式第 4号)により、減免申請

者に通知するものとする。 

(施設の移転) 

第 5 条 条例第 12条の規定による施設の設置場所を移転しようとする者は、移転を必要

とする 2箇月前までに光ファイバーネットワーク施設移転等申請書(様式第 5号)を町長

に提出しなければならない。 

(名義変更) 

第 6 条 条例第 16条の規定による加入者の名義変更をしようとする者は、光ファイバー

ネットワーク施設に係る名義変更届(様式第 6号)を町長に提出しなければならない。 

(休止及び解約) 

第 7 条 条例第 17条の規定による施設使用を休止及び解約しようとする者は、光ファイ

バーネットワーク施設利用に係る休止・解約申請書(様式第 7号)を町長に提出しなけれ

ばならない。 

(委任) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 


